
議案第 28号諏訪市受動喫煙のない思いやりと健康のまちづくり条例を定めるに

ついてに対する附帯決議 

 

議案第 28号諏訪市受動喫煙のない思いやりと健康のまちづくり条例を定める

についてに対し、市長及び執行機関が次の事項について適切に対応することを

求める。 

 

記 

 

１．喫煙者・非喫煙者に十分配慮しながら、適切な場所に喫煙場所等の整備を行

うこと。 

２．重点区域を指定するときは広く多くの意見を聴き反映させること。 

 

以上、決議する。 

 

令和４年９月２１日 
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